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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物開口部に設けられる枠体内に内外障子を引き違い状に納め、前記枠体は金属枠の室
内側露出面に樹脂枠を設けてなると共に、前記枠体を構成する下枠は前記内外障子を案内
する内外レールの上端を含む敷居面が略平坦状に形成された下枠フラットサッシにおいて
、
　前記下枠を構成する金属下枠は、前記外レールを一体的に有すると共に、室内側端部に
前記内外レールと略同じ高さの室内立ち上がり片を有し、前記内レールは前記金属下枠と
は別体の内レール部材に形成され、
　前記下枠を構成する樹脂下枠は、前記金属下枠の外レールより室内側の上面を覆う上面
被覆部と、前記室内立ち上がり片の室外側面を覆う立ち上がり被覆部とを連続状に有して
なる上面被覆部材と、前記室内立ち上がり片の室内側面を覆う室内面被覆部材とを有し、
　前記内レールを有した内レール部材が前記上面被覆部材の上面被覆部上に載置されて前
記金属下枠に対し固定され、該固定された前記内レール部材から前記上面被覆部材の立ち
上がり被覆部または前記室内面被覆部材に渡って、金属製の室内上面材が設けられ、
　前記内レール部材と室内上面材は、いずれも前記金属下枠から熱絶縁されてなることを
特徴とする下枠フラットサッシ。
【請求項２】
　前記内レール部材は前記上面被覆部に載置される基部と、該基部から突出状に形成され
る前記内レールとを有し、該内レールの室内面上端近傍には前記室内上面材を係合させる
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鍔部が形成されることを特徴とする請求項１記載の下枠フラットサッシ。
【請求項３】
　前記上面被覆部材を構成する立ち上がり被覆部は上端部に前記室内上面材を係合可能と
してなることを特徴とする請求項２記載の下枠フラットサッシ。
【請求項４】
　前記室内上面材は室外端部が前記鍔部に係合し、室内端部が前記立ち上がり被覆部の上
端部に係合し、それ以外の部分が他の部材に接触しないことにより、前記金属下枠から熱
絶縁されることを特徴とする請求項３記載の下枠フラットサッシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属枠と樹脂枠により構成された複合枠を有し下枠の敷居面が略平坦状に形
成された下枠フラットサッシに関し、特に下枠の室内端部から内レールに渡って金属製の
部材を設けて下枠上面をより平坦状とした下枠フラットサッシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物開口部に設けられる枠体内に内外障子を引き違い状に納め、内外障子を案内
する内外レールの上端を含む下枠の敷居面を略平坦状に形成した下枠フラットサッシが知
られている。下枠フラットサッシにおいて、断熱性及び意匠性を向上させるため、枠体を
金属枠とその室内側露出面を覆う樹脂枠とで構成した複合サッシとすることも知られてい
る。
【０００３】
　下枠フラットサッシは、敷居面をできるだけ平坦に近くするため、内外障子を案内する
内外レールの間や内レールと下枠室内端部との間に、樹脂下枠を設けている。このような
下枠フラットサッシとしては、例えば特許文献１に挙げるようなものがある。
【特許文献１】特開２００５－１０５５６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　複合サッシにおいては、樹脂材の方が金属材よりも強度が小さいため、特に荷重のかか
る下枠について強度を充分に確保することが必要である。しかし、従来の下枠フラットサ
ッシは、下枠の上面に樹脂下枠を配設していたため、敷居面の強度が充分ではないという
問題があった。一方で、下枠の上面においては、断熱性も確保する必要があり、金属下枠
をそのまま露出させることもできない。
【０００５】
　本発明は前記課題を鑑みてなされたものであり、下枠の強度及び断熱性の確保を同時に
満たすことのできる下枠フラットサッシを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するため、本発明に係る下枠フラットサッシは、建物開口部に設けられ
る枠体内に内外障子を引き違い状に納め、前記枠体は金属枠の室内側露出面に樹脂枠を設
けてなると共に、前記枠体を構成する下枠は前記内外障子を案内する内外レールの上端を
含む敷居面が略平坦状に形成された下枠フラットサッシにおいて、
　前記下枠を構成する金属下枠は、前記外レールを一体的に有すると共に、室内側端部に
前記内外レールと略同じ高さの室内立ち上がり片を有し、前記内レールは前記金属下枠と
は別体の内レール部材に形成され、
　前記下枠を構成する樹脂下枠は、前記金属下枠の外レールより室内側の上面を覆う上面
被覆部と、前記室内立ち上がり片の室外側面を覆う立ち上がり被覆部とを連続状に有して
なる上面被覆部材と、前記室内立ち上がり片の室内側面を覆う室内面被覆部材とを有し、
　前記内レールを有した内レール部材が前記上面被覆部材の上面被覆部上に載置されて前
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記金属下枠に対し固定され、該固定された前記内レール部材から前記上面被覆部材の立ち
上がり被覆部または前記室内面被覆部材に渡って、金属製の室内上面材が設けられ、
　前記内レール部材と室内上面材は、いずれも前記金属下枠から熱絶縁されてなることを
特徴として構成されている。
【０００７】
　また、本発明に係る下枠フラットサッシは、前記内レール部材は前記上面被覆部に載置
される基部と、該基部から突出状に形成される前記内レールとを有し、該内レールの室内
面上端近傍には前記室内上面材を係合させる鍔部が形成されることを特徴として構成され
ている。
【０００８】
　さらに、本発明に係る下枠フラットサッシは、前記上面被覆部材を構成する立ち上がり
被覆部は上端部に前記室内上面材を係合可能としてなることを特徴として構成されている
。
【０００９】
　さらにまた、本発明に係る下枠フラットサッシは、前記室内上面材は室外端部が前記鍔
部に係合し、室内端部が前記立ち上がり被覆部の上端部に係合し、それ以外の部分が他の
部材に接触しないことにより、前記金属下枠から熱絶縁されることを特徴として構成され
ている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る下枠フラットサッシによれば、金属下枠は外レールと室内立ち上がり片を
有し、内レールは金属下枠とは別体の内レール部材に形成され、樹脂下枠は金属下枠の外
レールより室内側の上面を覆う上面被覆部と、室内立ち上がり片の室外側面を覆う立ち上
がり被覆部とを連続状に有してなる上面被覆部材と、室内立ち上がり片の室内側面を覆う
室内面被覆部材とを有し、内レールを有した内レール部材が上面被覆部材の上面被覆部上
に載置されて金属下枠に対し固定され、固定された内レール部材から上面被覆部材の立ち
上がり被覆部または室内面被覆部材に渡って、金属製の室内上面材が設けられ、内レール
部材と室内上面材は、いずれも金属下枠から熱絶縁されてなることにより、下枠上面の強
度を大きくしつつ、断熱性も確保することができる。
【００１１】
　また、本発明に係る下枠フラットサッシによれば、内レール部材は上面被覆部に載置さ
れる基部と、基部から突出状に形成される内レールとを有し、内レールの室内面上端近傍
には室内上面材を係合させる鍔部が形成されることにより、室内上面材の室外端部が内レ
ールの上端近傍に固定されるので、室内上面材が内レールの上端に近い高さを有すること
となり、下枠の平坦度を良好にすることができる。
【００１２】
　さらに、本発明に係る下枠フラットサッシによれば、上面被覆部材を構成する立ち上が
り被覆部は上端部に室内上面材を係合可能としてなることにより、室内上面材の室内端部
が室内立ち上がり片の上端付近に固定されるので、室内上面材が室内立ち上がり片と略同
じ高さを有することとなり、下枠の平坦度を良好にすることができる。
【００１３】
　さらにまた、本発明に係る下枠フラットサッシよれば、室内上面材は室外端部が係合片
に係合し、室内端部が立ち上がり被覆部の上端部に係合し、それ以外の部分が他の部材に
接触しないことにより、金属下枠から熱絶縁されることにより、室内上面材から熱伝導し
にくいようにすることができ、断熱性をより向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の実施形態について図面に沿って詳細に説明する。図１には本実施形態における
下枠フラットサッシの縦断面図を、図２には下枠フラットサッシの横断面図を、それぞれ
示している。これら各図に示すように、本実施形態の下枠フラットサッシは、建物開口部
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に設けられる枠体１内に内障子２と外障子３が引き違い状に納められてなり、外障子３の
室外側にはさらに網戸４が走行自在に納められている。
【００１５】
　枠体１は、上枠１０と下枠１１及び左右の縦枠１２、１２を方形状に枠組みして構成さ
れている。また枠体１は、金属枠１ａの室内側露出面を樹脂枠１ｂで覆っており、金属枠
１ａが室内側に直接露出しないようにすることで、断熱性及び意匠性を良好にしている。
【００１６】
　枠体１を構成する各枠材について見ると、上枠１０は金属上枠１０ａと樹脂上枠１０ｂ
からなっている。上枠１０の内周面には、内障子２を上枠１０の長手方向に案内する内案
内部１０ｃと、外障子３を上枠１０の長手方向に案内する外案内部１０ｄとが形成されて
いる。内案内部１０ｃは、樹脂上枠１０ｂによって構成されており、外案内部１０ｄは、
金属上枠１０ａ及び樹脂上枠１０ｂによって構成されている。下枠１１は、金属下枠２０
と樹脂下枠２５からなっている。下枠１１の詳細な構造については、後述する。
【００１７】
　縦枠１２は、金属縦枠１２ａと樹脂縦枠１２ｂからなっている。内障子２が配置される
側の縦枠１２は、内障子２の外周面と対向する位置に内周側に向かって突出する内周突出
片１２ｃを有しており、内障子２に設けられる気密材２ａが当接することで、枠体１と内
障子２との間の気密性を確保する。また、外障子３が配置される側の縦枠１２は、外障子
３の外周面と対向する位置に内周側に向かって突出する内周突出片１２ｃを有しており、
外障子３に設けられる気密材３ａが当接することで、枠体１と外障子３との間の気密性を
確保する。
【００１８】
　内障子２と外障子３は、いずれも方形状に框組みされてなる框体５内にガラス板からな
るパネル体６を納めて構成され、下端部にはこれらを走行自在とするための戸車７が設け
られている。框体５は、枠体１と同様に金属材の室内側露出面を覆うように樹脂材が設け
られており、断熱性及び意匠性の向上を図っている。
【００１９】
　次に、下枠１１の構成について詳細に説明する。図３には図１の下枠１１付近拡大図を
、図４には下枠１１の分解断面図を、それぞれ示している。図３に示すように、下枠１１
は、金属下枠２０の室内側露出面を覆うように樹脂下枠２５が設けられて構成されている
。図４に示すように金属下枠２０は、断面中空状に形成されると共に、上面には室外側か
ら順に網戸レール２２と外レール２１及び室内立ち上がり片２３が突出状に形成されてい
る。これら網戸レール２２と外レール２１及び室内立ち上がり片２３は、いずれも上端位
置が略同じ高さとなるように形成されている。また、樹脂下枠２５は、金属下枠２０の上
面を覆うように設けられる上面被覆部材２６と、金属下枠２０の室内側面を覆うように設
けられる室内面被覆部材２７とからなっている。
【００２０】
　図４に示すように、金属下枠２０の上面には、外レール２１と室内立ち上がり片２３と
の間に大きな凹状の領域が形成され、この領域に樹脂下枠２５を構成する上面被覆部材２
６が取付けられる。上面被覆部材２６は、金属下枠２０の上面を被覆する上面被覆部２６
ａと、金属下枠２０の室内立ち上がり片２３の室外面を被覆する立ち上がり被覆部２６ｂ
とで、断面略Ｌ字状をなす形状に形成されている。
【００２１】
　金属下枠２０の外レール２１よりも室内側の上面には、樹脂枠係合片２４が突出状に形
成されており、上面被覆部材２６は室外端部が樹脂枠係合片２４に係合する。また、室内
立ち上がり片２３の上端近傍には、係合部２３ａが形成されており、上面被覆部材２６の
立ち上がり被覆部２６ｂが係合し固定がなされる。
【００２２】
　上面被覆部材２６の上面には、内レール部材３０が載置される。内レール部材３０は金
属材からなり、上面被覆部材２６に載置される基部３１と、基部３１から上方に突出状に
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形成される内レール３２とからなっている。内レール３２の上端位置は、外レール２１や
室内立ち上がり片２３の上端位置と略同じ高さとなるようにされている。
【００２３】
　上面被覆部材２６の上面被覆部２６ａには、内レール部材３０の基部３１を係合させる
内レール係合部２６ｃが形成されており、内レール部材３０の基部３１は内レール係合部
２６ｃに係合すると共に、ネジ止めにより上面被覆部材２６に対して固定される。この固
定に用いられるネジ２８は、金属下枠２０の上面を貫通して中空内部にまで達しており、
これによって内レール部材３０を金属下枠２０に対しても固定している。
【００２４】
　このように、内レール３２を金属下枠２０とは別体の金属材で形成した内レール部材３
０に設け、この内レール部材３０を樹脂材からなる上面被覆部材２６に載置固定している
ので、内レール３２は金属下枠２０と熱絶縁されている。したがって、内障子２の荷重を
支える内レール３２の強度を充分に確保しつつ、これが室内側に露出することによる断熱
性の悪化を防ぐことができる。
【００２５】
　また、内レール３２と外レール２１の間の領域には、長手方向略全長に渡って中間上面
材３４が設けられる。中間上面材３４は、金属材によって形成されており、上面３４ａは
内障子２の室外面近傍から外障子３の戸車７近傍に渡ると共に、内レール３２や外レール
２１及び室内立ち上がり片２３の上端位置と略同じ高さとなるように形成されている。
【００２６】
　中間上面材３４を下枠１１に固定するため、上面被覆部材２６の室外端部上面には上面
材取付部品３５が設けられる。上面材取付部品３５は、樹脂材からなる小片状の部品とし
て形成されており、下枠１１の長手方向に沿って所定間隔おきに複数が設けられる。上面
材取付部品３５は、下枠１１に対して取付けられる基部３５ａを有すると共に、その上面
には中間上面材３４を固定するための係合片３５ｂが設けられる。
【００２７】
　上面材取付部品３５の下面には、上面被覆部材２６及び内レール部材３０の室外端部に
よって形成される凹部２９に係合する下面係合部３５ｄが室内側を向くように形成されて
いる。また、上面材取付部品３５の室外面には、逆Ｊ字状の弾性係合部３５ｃが形成され
ている。弾性係合部３５ｃは、薄板状に形成されているので、室内外方向に弾性を有して
おり、その先端が外レール２１の上端近傍に形成された鍔部２１ａに係合することにより
、上面材取付部品３５を室内側に付勢された状態とする。これにより、下面係合部３５ｄ
は凹部２９側に押しつけられて、上面材取付部品３５が下枠１１に固定された状態となる
。
【００２８】
　中間上面材３４は下面に取付部３４ｂを有しており、この取付部３４ｂが上面材取付部
品３５の係合片３５ｂと係合することにより、中間上面材３４が上面材取付部品３５に対
して固定される。中間上面材３４は、各上面材取付部品３５と係合されることにより、長
手方向に沿って複数個所で下枠１１に対して固定される。
【００２９】
　金属下枠２０の室内側面を被覆するように設けられる室内面被覆部材２７は、金属下枠
２０の室内側面を覆う室内面被覆部２７ａと、その上端から室内側に向かって延出される
アングル構成部２７ｂとが一体的に形成されて断面略Ｌ字状をなすように形成されている
。アングル構成部２７ｂは、枠体１の室内側に設けられる床材（図示しない）の上面に当
接してネジ止めされ、さらにその上面にはアングルカバー材１４が設けられる。
【００３０】
　内レール３２と室内立ち上がり片２３の間の領域には、室内上面材３３が設けられる。
室内上面材３３は金属材からなり略薄板状をなすように形成される。室内上面材３３の室
外端部は、内レール３２の上端近傍に形成される鍔部３２ａに係合し、一方で室内上面材
３３の室内端部は、上面被覆部材２６を構成する立ち上がり被覆部２６ｂの上端部分と係
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合する。
【００３１】
　そして、室内上面材３３は、立ち上がり被覆部２６ｂが被覆する立ち上がり片２３に対
しては、接触しないようにされている。これにより、室内上面材３３は金属下枠２０に対
しては熱絶縁された状態となっている。また、室内上面材３３は、立ち上がり被覆部２６
ｂの上端部分と内レール３２の上端近傍の鍔部３２ａにそれぞれ係合し取付けられている
ため、その上面３３ａは内レール３２や室内立ち上がり片２３の上端位置と略同じ高さと
なっている。
【００３２】
　このように、内レール３２と室内立ち上がり片２３の間に金属材からなる室内上面材３
３を設け、室内上面材３３を金属下枠２０から熱絶縁されるように固定することで、下枠
１１上面の強度を大きくしつつ、断熱性も確保することができる。また、室内上面材３３
が取付けられる内レール部材３０も、前述のように金属下枠２０からは熱絶縁されている
ので、より断熱性の高い下枠フラットサッシとすることができる。
【００３３】
　なお、室内上面材３３は、本実施形態では室内端部が樹脂下枠２５を構成する上面被覆
部材２６の立ち上がり被覆部２６ｂの上端と係合し固定されているが、金属下枠２０と熱
絶縁されていれば、樹脂下枠２５を構成する室内面被覆部材２７に対して係合固定するよ
うにしてもよい。この場合には、室内上面材３３が立ち上がり片２３の上方を接触しない
ように跨ぐ必要があるので、立ち上がり片２３の高さを若干低くする必要がある。
【００３４】
　金属下枠２０の外レール２１と網戸レール２２の間には、室外上面材３６が取付けられ
る。室外上面材３６は、金属下枠２０の上面及び網戸レール２２の室内面にそれぞれ係合
して固定されており、上面３６ａは内レール３２や外レール２１の上端位置と略同じ高さ
を有すると共に、網戸４の室内面近傍から外障子３の室外面近傍に渡るように形成されて
いる。
【００３５】
　室外上面材３６の上面３６ａと中間上面材３４の上面３４ａ、及び室内上面材３３の上
面３３ａは、これまで説明したようにいずれも網戸レール２２、外レール２１、内レール
３２、及び室内立ち上がり片２３の上端位置と略同じ高さを有しており、しかもこれらの
高さは枠体１の室内側の床材と略同じ高さを有している。これによって下枠１１の上面は
、全体として室内外に渡って略平坦な敷居面１３を構成している。
【００３６】
　内障子２と外障子３は、それぞれ室外面が敷居面１３よりも下方まで垂下されており、
その垂下部分にはそれぞれ気密材２ａ、３ａが設けられている。内障子２の気密材２ａは
、内レール３２の室外面に当接し、外障子３の気密材３ａは、外レール２１の室外面に当
接し、それぞれ内障子２及び外障子３と枠体１間の気密性を確保している。また、中間上
面材３４には室内面に気密材３４ｃが設けられており、この気密材３４ｃが内障子２の室
外面に当接することで、気密性をより高くしている。
【００３７】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の適用は本実施形態には限られず
、その技術的思想の範囲内において様々に適用されうるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本実施形態における下枠フラットサッシの縦断面図である。
【図２】本実施形態における下枠フラットサッシの横断面図である。
【図３】図１の下枠付近拡大図である。
【図４】下枠の分解断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
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　　１　　枠体
　　２　　内障子
　　３　　外障子
　　４　　網戸
　　５　　框体
　　６　　パネル体
　　７　　戸車
　１０　　上枠
　１１　　下枠
　１２　　縦枠
　１３　　敷居面
　２０　　金属下枠
　２１　　外レール
　２２　　網戸レール
　２３　　室内立ち上がり片
　２４　　樹脂枠係合片
　２５　　樹脂下枠
　２６　　上面被覆部材
　２６ａ　上面被覆部
　２６ｂ　立ち上がり被覆部
　２６ｃ　内レール係合部
　２７　　室内面被覆部材
　２７ａ　室内面被覆部
　２７ｂ　アングル構成部
　２９　　凹部
　３０　　内レール部材
　３１　　基部
　３２　　内レール
　３３　　室内上面材
　３４　　中間上面材
　３５　　上面材取付部品
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